
　道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり決定します。

　その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課において、令和7年12月24日から令和8年1月15日

まで一般の縦覧に供します。

令和7年12月24日

　道路の種類　　市道

整理 敷地の 延長 備考

番号
 幅員
 (ｍ)

(ｍ)

幸区 塚越３丁目 ３６７番 １先

幸区 鹿島田２丁目 １０１０番 １先

区 画 街 路 中原区 田尻町 ７５番 ５先

１ ３ 号 線 中原区 田尻町 ２０６６番 ５先

区 画 街 路 中原区 北谷町 ２番 ２先

１ ４ 号 線 中原区 下沼部 １７５３番 １先

上 小 田 中 中原区 上小田中１丁目 ４２０番 ３先

第２２０号線 中原区 上小田中１丁目 ４２２番 ２先

以下余白

道路区域決定に関する告示

　　川崎市長　　福　田　　紀　彦　　　

路線名
起 点

終 点

３９
12.00

～22.04
2,015.55矢向鹿島田線

４２ 4.50 67.15

４０ 6.00 254.48

４１
6.00

～10.68
1,231.23

川崎市告示第654号

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

